
大阪市行政オンラインシステムでの申込方法

◆初めてご利用する方
利用者の新規登録が必要です。「個人」として登録ください。

◆登録がお済みの方
ログイン後、「個人向け手続き」より「難病 相談会」を検索するか、

表面の二次元コードを読み取って、ご希望の会にお申し込みください。

難病 相談会

受付完了や連絡事項があれば、
マイページへお送りしますので、
ご確認ください。

１

お申し込み後の流れ
（相談会・働き方学習会・講演会）

ご参加される方へお願い

・当日欠席される場合は、
問合せ先までご連絡ください。

・大阪市内で午前11時に台風などによる
特別警報や暴風警報が発令されている場合や、
震度5弱以上の地震が発生した場合は
中止になります。

◆◆問合せ◆◆

 大阪市保健所 管理課 保健事業グループ

〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000／電話：06-6647-0649 FAX：06-6647-0718
開庁時間：平日の午前9時から午後5時30分まで

STEP➂ 案内状の送付
開催の１週間前頃に送付します。

前日までに届かない場合は
ご連絡をください。

STEP④ 開催日当日

会場にてお待ちしております。

お気をつけてお越しください。

STEP② 保健所にて確認
内容について確認や
連絡事項があれば
ご連絡します。

STEP➀ 申請受付
申込書をFAXまたは郵送
行政オンラインにて

お申し込みください。

R6年度講演会動画について

R6年度の講演会の様子を
大阪市ホームページ
「難病患者療養相談会」より
ご視聴いただけます。
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